
環 境 目 的 
１．用紙使用量の削減 
  用紙の使用量を平成２０年度に平成１７年度１，４３６ｋｇ対比３％削減する。 
 
２．電気使用量の削減 

永田町事務所の電気の使用量を、平成２０年度に平成１９年度対比１％削減する。 
 
３．グリーン購入の推進 
  用紙、文具、ＯＡ関連品等の購入については、平成２０年度までに購入全体の１００％をグリーン購入とする。 
 
４．環境配慮型商品の斡旋 
  平成２０年度までに、環境配慮型商品の斡旋を３年間継続的に毎年５件実施する。 
 
５．環境コミュニケーションの充実 
  平成２０年度までに環境コミュニケーションを毎月３件実施する。 
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